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概要  

 

日本は、世界でも類を見ない超高齢社会に突入し、少子化が進行し、この

ままでは日本消滅の危機とさえ言われています。労働力不足が深刻となるな

か、女性の労働力が一層重要となりますが、現状は女性の能力が十分に発揮

されているとはいえません。子どもの健やかな成長と男女共同参画社会基本

法に沿った女性の活躍のためには、社会及び家庭での「育児の共有」が必要

であると考えました。  

1990 年合計特殊出生率 (以下出生率 )が 1.57 に低下し、1992 年少子化対策

として育児休業法が制定され、制度適用のある女性の 80%が取得しています

が、男性の取得は 5%前後であり、出生率は 1.4 と回復は見られません。出生

率の回復が見られないのは、日本のジェンダーギャップ指数世界 114 位の低

さと、他の先進国と比べ家庭での男性の家事育児時間が群を抜いて少ない点

に先進諸国と大きな差があることが、重要な要因と考えます。日本では「家

事育児の共有」を家庭の問題として素通りし、社会も企業も無償労働のコス

トを女性に担わせ、男性は働き手として長時間労働で生活時間がないという

ように男女のワーク・ライフ・バランスを考慮することなく、結果として男

女の格差につながっています。  

今回は、無償労働の中で特に「育児の共有」を取り上げました。これまで

育児については、男性は参加或は協力と限定され，出産と育児は女性の占有

事項のように扱われてきました。しかし育児力は女性に初めから備わったも

のではなく、育児は毎日が学習であり、母乳以外は当然男性も同じようにス

キルを身に付けることが可能です。核家族が進み、地域力も望めず、育児の

孤立から育児不安に陥る母親も多く、家庭での「育児の共有」は子どもの生

育にとって以前よりも極めて重要となっています。  

保育所、幼稚園、診療所において子育て中の男女にアンケート調査に協力

をいただき、家庭の状況と「育児の共有」の現状について検討しました。結

果、「育児の共有」を妨げているのは、基本的に社会、企業側の性別役割分

業意識の根強さと育児は母親という思い込みであると思います。  

まずは社会が、男性に実際に責任ある立場で育児を行う機会、時間を作り

出すことが必要です。育児者にとって必ず育児は大きな喜びになり、育児者

が 2 人になれば、生活の上で合理的な選択の可能性が増えて、相互の信頼の

上に家庭生活と仕事の調和のとれた両立がしやすくなります。  

「育児の共有」の意識は、男女共同参画社会の実現につながり、子供にと

ってもより良い生活環境が広がると確信します。  
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１．はじめに  

2013 年 4 月の総理の経済成長戦略スピーチの中で、「女性の活躍は「 成

長戦略」の中核をなすものであり、女性の中に眠る高い能力を十二分に開

花させることが日本を再び成長軌道に乗せる原動力になる」と述べ、女性

の 人材 の活 用は極 めて 重要 な政 策課 題 と して 継続 的に挙 げら れて いま す。 

日本の女性の立場については、男女平等を謳う日本国憲法はもとより、

すでに 1986 年男女雇用機会均法に始まり、1992 年男女共同参画社会基本

法 に定 める よう に 、 男女 の格差 をな くし 男女 が同 じよ うに 協力し て社 会

を 構築 する と明 確に 舵を 切って い ま す。 しか し現 実に は経 済成長 戦略 ス

ピーチ以降、 2016 年のジェンダーエンパワーメント指数は世界で 114 位

と更に低下し、この数年、先進諸国の中でも男女の賃金格差が大きく、共

同 参画 社会 基本 法と 現実 のギャ ップ は大 きい まま で す 。男 性にと って は

画 期的 な育 児休 業法 が整 備され 、改 善さ れた にも かか わら ず 男性 の取 得

が 25 年間増えない事についても、政策と現実のギャップ は少しも埋まら

ないままで放置されているといっても過言ではありません 。  

阿藤 (2000)は男女雇用機会均等法、公的保育サービス、育児休業法、介

護 休暇 など は、 男女 共動 参画社 会の 理念 に基 づい て女 性の 社会進 出を 促

していますが、専業主婦尊重の税制、社会保障制度の見直しが行われ てお

らず、女性の働きにくさの一因ともなってい ると述べています。  

そ れら の法 律以 前に 、家 庭 で の性別 役割 分業 意識 によ る無 償労 働の問

題が社会、企業に大きく影響を与えていると考えています。独身女性でも

最 初の 就職 活動 時か ら家 事育児 は自 分で は見 えな い 女 性の 背中に 張り 付

けられており雇用条件の格差を生んでい ます。また、基本的に男性も当初

から家事育児の共有の爲の制度の利用は、システム化されていません。  

今回は ,家事育児の無償労働の中で、特に「育児の共有」1の必要性につ

いて検討しました。 25 年もの間、育児休業制度を子育て世代の男性が利

用できず女性のみの取得が続き、家庭でも社会的にも育児・家事の性別役

割 分業 をさ らに 女性 に強 化する こと にな り、 男女 共同 参画 社会の 理念 と

は明らかなねじれが生じています。  

家 庭で の家 事・ 育児 の無 償労 働を男 女が 共有 する ため の社 会的 なシス

テムがない限り、現実には女性にのみ時間の制約が生じ、当然女性の働き

方 生き 方は 制限 され 、男 女の賃 金格 差は 広が り女 性の 活躍 は低賃 金で 働

                                                                         
1 「 育 児 の 共 有 」 と は 、 父 親 と 母 親 が で き る だ け 育 児 に 対 す る 意 識 と 責 任 を 同 等

に 持 ち 、 そ の う え で 実 際 の 育 児 行 動 は 必 要 に 応 じ 協 力 し 合 っ て 進 め る 。 母 親 が 主

体 で 父 親 が 参 加 協 力 す る 仕 組 み と は 区 別 し て 使 用 し て い る 。 小 崎 の 述 べ る 父 親 の

育 児 の 共 有 と 同 じ 様 に 用 い て い る  
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く労働力に押し止められたままとなってしまいます。  

近年、問題となっている 育児における母親の孤立や育児不安や、子ど

もの貧困子どもの虐待なども 、もともとの父親と母親の「育児の共有」

意識の欠如と無縁ではないと考えます。  

子育て中の男女のアンケート調査から、 現実に「育児の共有」の阻害

の原因となっている事柄と「育児の共有」の必要性 及び家族を取り巻く

現状について考察 を行いました。  

 

２．家庭と就労子育てを巡る現状について  

⑴日本の人口のこれまでとこれからの予想  

日本の高齢化は急速に進み、 1970 年に 65 歳以上の高齢者の割合は

７％を超え、 2010 年には 21%を超えて超高齢社会となり、 2050 年には高

齢者は 40％に近づき、その 3 分の 2 が 75 歳以上の後期高齢者と予想さ

れています。日本の総人口は 2045 年には 1 億人を下回り、 20 歳から 64

歳までの労働者人口は現在の全体に占める割合 70％から 47％と減少し

人手不足が一層深刻とな ります。全体の経済の規模が縮小し、福祉をだ

れが負担するかの問題 の点でも、人口問題は私たちにとって最も重要な

問題となっています。  

図  人口動態の推移及び予想（総務省，  2018）  

 

我 が国 の高 齢化 が速 いの は出 生率の 急激 な減 少に もよ りま す。 戦後す

ぐ第 1 次ベビーブームと言われ出生率は 4.5 に上昇し、一時は官民挙げ

ての産児制限が行われ ました。その後、 1971― 1974 年には第 2 次ベビー

ブームで出生率は 2.14 まで回復しましたが、期待された第 3 次ベビーブ
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ームはなく、 1989 年出生率は丙午の 1.58 を下回り 1.57 となり、 1.57 シ

ョックと云われました。その現状から、少子化は 働く女性の増加であると

して、 1992 年に男女の仕事と家庭の両立支援の目的で育児休業法と保育

所の整備が行われ ました。 2017 年以降は出生率 1.4 台ですが、出産年齢

女性人口の減少により、出生児の数はこの 2 年間、第 2 次ベビーブーム

時の 200 万人の半数の 100 万人を下回ってい ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計特殊出生率の年次推移（厚生労働省 2016）  

 

⑵少子化対策、育児休業  

1992 年に正規雇用者の男女を対象に育児休業法が制定され、さらに

1994 年政府は「エンゼルプラン」が策定され、夫婦、家庭のみではなく

広く社会で子育てを支援するという方向性が示されました。      

育児休業補償は、 1995 年育児休業給付として賃金の 25％の支給から

始まり、 2001 年に 40%、 2015 年からは休業開始 6 か月間は 67％、それ

以降 1 年までは 50％と引き上げられ 、男女を対象とした育児休業補償は

世界でも評価されています。それでも、家庭内で相対的に所得の低い女

性が取得する一因にもなっています。 2003 年に出生率は 1.29 まで落ち

込み、 2004 年政府は男性の育児休業取得目標を 13%として情宣に努めて

いますが、民間企業では 15 年経っても 3%前後です。  

2009 年には専業主婦の 夫の場合、労使協定がなければ生後 8 週間以内

しか取得できなかった男性の育児休業は、労使協定がなくても専業主婦

の夫も生後 1 年まで取得できるようにな りました。  

少子化対策の基本姿勢は当初、 1999 年「育児をしない男を父親とは呼

ばない」という有名な「サム」さんの「育児の共有」のキャチコピ -で

始まりましたが、いったん低迷し、 2010 年に発足した政府の育メンプロ
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ジェクトのキャッチコピーは「育てる男が家族を変える、社会が動く」

となっています。また、内閣府は 2015 年に、男性の出産時、あるいは

出産直後の休暇取得を推進するため「さんきゅうパパプロジェクト」を

立ち上げました。その目標設定は半日から 1 日とあまりにも短い休暇取

得を持って 80%の目標としています。男性の育児休業が 25 年間実現され

ていないのですから、今後

は経済的保障と罰則規定

を含む政策論議がなされ

るべき段階ではないでし

ょうか。図はこれまでの

男女の育児男女の育児休

業取得率の推移 (内閣府，

2017)を示しました。女性

は 80%前後で男性の取得

は 2017 年の速報で、公務

員は 8%達しましたが期間

はかなり短いままです。  

 

⑶女性の就業率の変化  

図のように、 1975 年台からの女性の労働力率 は女性の全年齢で年々

上昇していますが、日本独特の 20 代から 40 歳へかけての就業率の M 字

型は変わらず見られます。雇用形態では、 2016 年の政府調査で男性の非

正規雇用 22.1％に対し女性の非正規雇用は 55.9％と上昇しており、給

与の面でも男性

を 100 とすると

女性はその

73％であり、い

ずれも、大きな

男女格差があ

り、世界の先進

国の中で韓国に

次ぎ、 2 番目に

男女格差が大き

いと報告されて

います。                 (平成 18 年 )   
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⑷少子化を巡る男女の未婚化・晩婚化について  

少 子化 の最 も重 要な 原因 と考 えられ てい る男 女の 未婚 化 ・ 晩婚 化が図

のように進行しています。未婚者の調査では、1987 年と 2015 年を比べる

と、将来の結婚の希望 ありの女性は 92.9%から 83％、男性は 89.3%から

85.7％ですが、実際は 40 歳以下の未婚率が上昇しています。未婚化・晩

婚化の原因は、第一に女性の高学歴化 が挙げられ、短大を含む大学進学率

は急増し、 2015 年には男性 56.7%、女性 56.9%と差が僅かとなりました。 

心 理 的な 面で の総 理府 (2014)のアン ケ ート 調査 によ れば 、 結婚 しない

理由として 20 代では、まだ若いか らや、自由を楽しみた い、また 30 代

以降も、いい相手と巡り会わないが男女とも 50％を占め、次に結婚資金

が 足り ない と自 身の 経済 的要因 を挙 げ る 人が 多く 男女 差は ありま せん 。

結婚相手に希望するのは、価値観が同じ、一緒にいて楽しい、恋愛感情が

あ る な ど が 男 女 共 上 位 を

占 め ま す が 、 女 性 が 男 性

に 求 め る も の と し て 特 徴

的なのは，経済力約 50％

（男性 14％ )、自分の仕事

を理解してくれる人 36％

（男性 32％ )、家事の分担

を し て く れ る 人 29.8％

(男性 14，7％ )となってい

ます。女性の 3 分の 1 が

仕 事 の 継 続 や 、 家 事 育 児

の分担「育児の共有」を含

め 、 結 婚 の 無 償 労 働 に お

け る 格 差 を 問 題 に し て い

る こ と に 、 も っ と 注 目 す

べきと思います。  

未 婚 率 は 内 閣 府 で は 今

後も上昇を続けると  

予想されています。                （ 2018）  

 

⑸社会、家庭の性別役割分業意識と「育児の共有」  

女性の就労が増え共働き家庭が 60%となっても、育児休業取得率の男女

差が続き、男性の家事育児時間の分担割合が世界で最も少ないのは、日本

の性別役割分業意識の強さにあると 言われています。  
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2016 年の内閣府共同参画局の世論調査で「夫は外で働き、妻は家庭を

守るべきである」にどちらかといえばを含む賛成は全体で 40.6％、どち

らかと云えば反対は 53.6％であり、特に注目すべきは、男性は若い世代

程、どちらかといえばを含む賛成が多く 50％を超しています。賛成の理

由は「妻が家庭を守る方が子供の教育に良い」と答えた人が 60.4％で、

残念ながら、特に若い人に性別役割分業意識の変化が見られません。戦前

までは直系家族制の下 、タテの関係が重要視され ､育児、教育は父親の責

任とされ、教育を含め育児を母親が主に行うようになったのは 、専業主婦

が誕生した 1970 年台のことといわれています 。 70 年台から約 50 年が経

過し、この半分の 25 年間、男性の取得が殆んどなかった育児休業制度は、

舟 橋 (2006)が のべ るよ うに 、 女性の み が取 得す るこ とで 引き 続き 性別 役

割 分業 意識 を強 化す るこ とにな った と思 われ ます 。最 近で も保育 所問 題

報道において政府やメディアも「保育所問題は女性の問題 」という立場を

取り続けていることも、「育児は母親」という 社会の性別役割意識を助長

していると思います。  

男女共同参画局の 2016 年の調査によれば、女性の働き方について「子

供を持ってもずっと働き続けた方がよい 」が男女ともに 50％を超え、「子

供 が で き た ら 仕 事 を 辞 め 大 き く な っ た ら 仕 事 を 再 開 し た 方 が よ い 」 の

26％を上回っています。合わせて 75％の回答者は女性が働くことが必要

であると考えているが、「育児家事」の共有意識は男女ともに変化があり

ません。女性の就労は社会でも家庭でも必要とされていますが、相変わら

ず家事育児は女性のみに求められています。  

 

⑹家庭の家事育児の分担 の現状と諸外国との比較  

我 が国 では 、調 査に おい ては 性別役 割分 業の 考え 方に 賛成 と思 はない

人が増え、女性も働く方がいいと答えた男性 も多いのに、現実の家事育児

の負担割合とのギャップは大きいままです。  

内閣府によれば、図のように 先進諸国と比較して、日本の男性の家事育

児時間は 1 日 1.23 時間と極めて短く、妻は 7.34 時間で夫の 6 倍にもな

ります。日本の家事時間全体を 100 とすると男性の分担割合は 15%で ,他

の先進諸国は男性の分担割合は 30%から 50%を占めます。男性の育児時間

はフランスが最も短く 40 分で日本は 49 分ですが、育児時間全体からの

分担割合は日本約 20％、フランスは 30％となります。   

日 本を 含む ５か 国に おけ る子 育ての 意識 を比 較し た調 査「 少子 化社会

に関する国際意識調査」（ 内閣府、 2006）によれば、日本では諸外国と比

べ 実態 上も 子ど もの 育児 を妻に 依存 して いる 状況 が 覗 えま す。ア メリ カ
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は約 60%が、フランスは約半数が、スウェーデンは 90%が「育児の共有」

を行い、日本は約 3 割です。また、少子化が急速に進行し出生率が大変低

く 推移 して いる 日本 と韓 国にお いて 、 育 児を 妻に 依存 して いる傾 向が 同

様に強いことは興味深い 結果です。  

、  

 

 

 

 

 

 

 

図３歳未満の子供を持つ夫婦の家事育児時間 (内閣府， 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 就学前の育児における夫、妻の役割 (内閣府， 2006) 

 

⑺  3 歳児神話について  

3 歳児神話は「 3 歳までは母親は育児に専念すべきであり、そうしない

と脳に悪影響を及ぼす」というもので 、日本では現在でも影響力を持って

いるといわれています。大日向は、 3 歳児神話は 1951 年のイギリスの精

神学者ボウルビイの「孤児院などで育った乳児の心身の発達の遅れは「母

性的な養育」が欠けていたためだ」という報告に基づいているが、その中

で母性強調され母親のみが育児に専念すべきとなったと述べています。  

1998 年「厚生白書」の中で 、政府は「 3 歳児神話には、少なくとも合理
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的な根拠は認められない 」としました。その後、 2005 年に文部科学省は

「適切な情動の発達には ､3 歳ぐらいまでは、母親をはじめとした家族か

らの愛情を受け安定した情緒を育て , その上に発展させていくことが望

ましい」と述べ、３歳までの成育環境は極めて重要であり、その環境は母

親 のみ なら ず父 親や 、保 育園な どの 育児 にか かわ る人 々に よって 作り 出

されるべきとされています。しかし、日本ではまるで 3 歳までは母親の

み が育 てる かの よう に、 諸外国 と比 べて 特に 父親 のか かわ りが少 な く な

っています。これについて、柏木 (2008)は、父親の育児能力は母親と同様

に育児にかかわることによってスキルが身につく ので、まず、父親の実践

が必要であると提案しています。父親の「育児の共有」は母親の育児不安

を減少させる事は、広く受けいれられいます。  

 

⑻現状のまとめ  

少子高齢化社会はこれからも進行し、労働力は減少し、女性の能力の発

揮 が益 々重 要に なっ てい ます。 現実 に女 性の 就労 者は 全年 齢で増 加し て

いる一方で、非正規雇用が増加し男女の賃金格差は広がってい ます。女性

が働くことの必要性を 75%の人々が感じているが、家事育児の等の無償労

働 の性 役割 分業 意識 は変 わ りま せん 。家 庭で の男 性の 家事 育児時 間は 世

界で最も短く、素晴らしい育児休業制度があっても男性は取得 せず、この

ような現状では、当然、家庭では母親の一人育児とな って育児不安の原因

にもなり、その結果、第 2 子をもうけにくくな ります。職場では女性のみ

が、育児休業や介護休暇などの育児のコストを支払うことになり、男女格

差が続いていくことになります。  

男女格差の是正には、特にｎ「育児の共有」を取り上げ、「育児の共有」

を妨げていると考えられる因子についてチャートを作成し ました。企業、

社会の性別役割分業意識が、雇用条件の男女格差をうみ、男女の賃金格差

を広げ、家庭では男性の育児休業取得 を妨げ「育児の共有」を阻んでい ま

す。性別役割分業意識は、男性のみを稼ぎ手モデルとし家計のための長時

間労働につながり、「育児の共有」を阻害 します。３歳児神話や母親に偏

っ た育 児書 など が、 社会 全体や 父親 母親 の性 役割 分業 意識 に影響 を与 え

男 性の 育児 休業 の 取 得し づらさ とな り 、 取得 率の 低さ につ な がっ てい ま

す。性別役割分業意識から派生した男女格差が、未婚化・晩婚化を助長し

少子化にも影響を及ぼし ています。  

「育児の共有」を含む無償労働の男女の共有は、男女共同参画社会の基

本につながると思われます。  
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社会・企業 の性別役
割分業意識  

家 庭 に お け る 性 別
役割分業意識  

3 歳児神話  
母性信仰  

育 児 書 に お

け る 父 親 不

企業の雇用条件、仕
事内容の男女格差  

男 女 の 賃 金 格

育 児 休 業 を 含 む 育
児関連休暇の偏り  

男性稼ぎ手モデル  

男 性 の 長 時 間 労

働  

育児の共有  
 

阻害  

 

性別役割分業意識  男 女 の 未 婚
化・晩婚化  

父 親 自 身 の 育 児
の 共 有 意 識 の 欠
如  

男 女 の 未 婚
化・晩婚化  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図「育児の共有」を阻害する因子  

 

３．これまでの研究とその課題  

⑴男女の就労と、「育児の共有」   

イ．女性の労働力の重要性と少子化 及び「育児の共有」  

女性の就労について、 OECD（ Closing the Gender Gap:Act Now、 2012）

では、女性の労働参加率が男性並みになれば 2030 年まで日本の労働力は

殆ど減少せず今後 20 年で日本の GDP は 20％近く上昇するとし、超高齢社

会 の日 本は 、女 性の 就労 促進が 極め て重 要 な 課題 であ ると 指摘し てい ま

す。女性の活用が進む企業では労働時間が短く、雇用の流動性が高く、賃

金カーブは緩く、 ワーク・ライフ・バランス 2施策が充実しているなど 効

率化が図られており、女性が活躍できる 方向性が、今後の社会全体にとっ

ても望ましいことを示しています。。  

男女共同参画白書（ 2006）は、OECD24 国の中で 1970 年は女性の労働力

                                                                         

2  ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス 「 仕 事 と 生 活 の 調 和 」 の 定 義 と し て 内 閣 府 は 「 国 民

一 人 ひ と り が や り が い や 充 実 感 を 感 じ な が ら 働 き 、 仕 事 の 責 任 を 果 た す と と も

に 、 家 族 や 地 域 生 活 な ど に お い て も 、 子 育 て 期 、 中 古 運 年 期 と 云 っ た 人 生 の 書 く

段 階 に 応 じ て 多 様 な 生 き 方 を 選 択 実 現 で き る 社 会 」 と し て い る (内 閣 府 2 0 1 8 )  
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率が高い国ほど出生率は低い傾向でしたが、 2000 年では女性の労働力率

が 高い 国ほ ど出 生率 が高 い傾向 があ ると 述べ てい ます 。し かし我 が国 で

は女性の労働力率が上昇しても 出生率の回復は見られません。  

育 児休 業法 が少 子化 対策 とし て効果 がな いこ とに つい て 、 諸外 国と比

べ男性の育児参加が少ないこと に注目し、男女の賃金格差が大きい時は、

女 性の 賃金 が上 昇し ても 男性 に よる 育児 が促 進さ れる こと は少な く、 男

女 の賃 金が 対等 で あ れば 男性に よる 育児 が進 み、 子供 の数 を増や す可 能

性が高いと述べている研究もあります。 OECD 各国と比べ女性の労働力の

増 加に 出生 率の 増加 が伴 わない のは 、各 国と 比べ 男女 の賃 金格差 が著 し

い とい う根 本的 な問 題が 重要な 要因 であ る と して おり 、男 女の賃 金格 差

原因は、日本の性別役割分業意識の強さ にあり、格差が性別役割分業意識

をさらに強める結果になっています。  

産休は短いが長期にわたる育児において「育児の共有」の前提がなけれ

ば、採用時すでに男女の格差を生み、賃金格差へつながり、賃金格差はさ

らに「育児の共有」を阻害する負のスパイラルに陥っています。  

次に、男女格差による 女性労働力の損失について述べます。  

 

ロ．女性労働者の離職と男女格差  

今 後ま すま す重 要と なる 女性の 労働 力率 は全 体的 に上 昇し ていま すが 、

日本では、個人のキャリアにとって 最も重要な 20 代後半から 30 代後半

にかけて相変わらず M 字型のカーブがみられ ます。M 字型は浅くなってい

ますが、大沢 (2015)は、未婚化・晩婚化の影響が強く、育児休業制度を含

む両立支援による効果 ではなく、しかも M 型のカーブを示す離職は、結

婚育児による離職は 30%であり、「他にやりたいことがあった」「仕事に希

望が持てなかった」という理由が 7 割を占めると報告しています。これ

は 企業 にお ける 男女 の賃 金格差 や採 用当 初か らの 仕事 内容 の区別 等の 、

いわゆるマミートラック 3問題などがあることが原因とされ ています。企

業 が女 性の 雇用 には 結婚 出産に よる 退職 のコ スト がか かる ことを 前提 と

して、雇用に格差を設けていることが 女性の離職を増やし、女性のキャリ

アを無駄にしてい ます。無償労働が結婚前から女性にのみ要求 され、男性

は「家事育児の共有」をしないことを社会的合意として、このことが大き

な 男女 格差 を生 み出 して 、女性 の能 力と キャ リア の 社 会的 損失を 容認 し

ています。次に、性別役割分業意識について述べます。  

 

                                                                         
3 人 事 労 務 管 理 用 語 辞 典 に よ れ ば 、 子 供 を 持 つ 母 親 の 働 き 方 の 一 つ で 仕 事 と 子 育

て の 両 立 は で き る も の の 、 昇 進 昇 格 と は 縁 遠 い キ ャ リ ア コ ー ス の 事  
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ハ．男女の格差の分析  

江原 (2001)は、性別役割分業についての調査 で、「男は仕事、女は家事」

の考え方の推移について 、昭和 60 年と平成 28 年の調査結果を比べると、

女性のどちらかと言えばを含む賛成は 41.8％から 37%、男性は 56.8％か

ら 45.7%と変化し、ジェンダー意識について一見改善されつつある ようで

す が男 女間 の意 識の ずれ は変わ らず 、相 互理 解が 進ん でい ないと 述べ て

います。江原はまた妊娠・出産をめぐる意識について の大学生男女の調査

で、女性の多くが出産に対する不安感や恐怖感に加えて「出産が自分の仕

事に与える影響」について心配しているが、男性は「妻の出産が自分の仕

事に与える影響」について殆ど認識していなかった と報告しています。  

こ のよ うに 少子 化の 基本 的な 問題で もあ る、 ジェ ンダ ーギ ャッ プを解

消するために、江原はリプロダクティブ・ヘルス／ライツ 4の確立の必要

性を述べています。そのライツの確立のため に、第１に「ジェンダー意識」

の社会教育学校教育の必要性 .第 2 に性・妊娠・出産・育児に関する学校

教育を「生理学的知識中心」から「行為や経験」を中心としたものに変え

る、第 3 に男性が出産や育児を自分 自身の事柄として考える、リプロダ

クティブ・ヘルス／ライツの確立の必要性、第 4 に性・妊娠・出産・育児

に対する情報サービス、相談窓口を充実することを提唱し ています。今後

にとって、とても重要なことだと思います。  

 

ニ．父親の育児を規定する要因と「育児の共有」  

父 親の 育児 行動 を規 定す る要 因につ いて は様 々な 説と 数多 くの 研究文

献があります。これまで父親の育児時間が少ないことについては、外部要

因として時間制約説・必要度ニーズ説・夫婦の収入差や学歴差など・代替

資源の有無・夫の社会経済的地位・性別役割分業意識が挙げられています

が決定的な単一の要因はありません。労働時間の長さによる「時間的余裕

仮説」が最も多く、いずれにしても、労働時間が長ければ 1 日の中で物理

的 に相 対的 に育 児時 間が 減少す るの は母 親の 場合 も同 様で あ り、 単純 に

父親特有の要因であるとは考えにくい と思われます。  

最近の研究では , 内部要因として男性の育児について、単なる補助的

役割ではなく「世話役割 (ケアラー )」をする中で性別役割分業意識は変化

                                                                         
4 日 本 で は 「 性 と 生 殖 に 関 す る 健 康 と 権 利 」 と 訳 さ れ る 。 1994 年 9 月 に エ ジ プ ト

の カ イ ロ で 開 催 さ れ た 国 際 人 口 ・ 開 発 会 議 で 採 択 さ れ た 行 動 計 画 （ 通 称 、 カ イ ロ

行 動 計 画 ） で 定 義 さ れ た 、 リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス （ 生 殖 に 関 す る 健 康 ） お よ

び リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ラ イ ツ （ 生 殖 に 関 す る 権 利 ） に 由 来 す る 。 こ れ 以 降 人 口 問

題 は 何 よ り も 個 人 の 問 題 と し て と ら え ら れ る よ う に な っ た 。 (『 日 本 大 百 科 全

書 』、 小 学 館 に よ る 。 )  
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していくので、育児期に限定的にでも男性に「世話役割」としての育児の

時間を作る制度が必要と述べているものもあり、今後の「育児の共有」の

方向性にとって「共有意識は 実践によって進化しうるもの」として捉えら

れていることは、極めて重要な示唆を含んでい ます。  

ま た、 長時 間労 働に より 父親 は育児 に参 加し たく ても でき ない と外生

的原因を求めることが多かった が、現在、フルタイム・正規職員・継続就

業 以外 の働 き方 を選 択す る余地 は以 前よ り大 きく なっ て お り、父 親が 育

児と仕事を調整できる 可能性も高くなってい ます。しかし、男性は女性が

職 業を 持つ とい う規 範に は寛容 であ るが 、家 事育 児を 女性 のみが する と

いう従来の規範の変化には寛容ではない と述べています 。  

確かに、日本における労働時間は週休 2 日制の普及と祝祭日の増加に

より年々減少し、現在では OECD の調査によれば、世界で 22 位 1710 時間

となっています。しかし、日本ではこの統計に表れないサービス残業の問

題があります。過労死が問題になる中、過労死ラインの週 55 時間以上働

いている労働者が正規雇用の 12%257 万人いると政府の広報は報告してい

ます。しかし、このような現状でも、現在の主要な 働き手である男性が、

制度を利用して 1-2 週、ないしは 1 か月の育児休業を取得すれば、企業

内の合理化、職場での代替、情報の共有、仕事内容の 標準化を見直すこと

になり企業の全体の効率化につながるという意見もあります。  

船橋 (1998)(2006)は、少子高齢化社会へ向かい「男性のケアラー化」の

必要性を述べ、今後介護を必要とする高齢者の増加は必至で有り、しかも

長期間になります。実際に育児を行う「育児の共有」は男性の「介護の共

有」へつながるとしています。これまでの育児休業の在り方と「育児の共

有」について述べます。  

 

⑵少子化対策と育児休業制度の問題点について  

これまでの育児休業制度と保育所事業を中心とした少子化対策は 25 年

が 経過 し未 だ効 果は なく 、少子 化の 原因 その もの につ いて 若年者 の未 婚

化、晩婚化が原因であるという説が広く認められ ています。  

しかも、今後超高齢社会に向かい労働力が不足し、老人の介護 の増加が

予想される時代にあって、少子化対策としてだけではなく、家庭への長期

にわたる両立支援が必要であると考えます。   

25 年間、男性が育児休業をほとんど取得してこなかった 事が、先にも

述 べた よう に、 性役 割分 業意識 を さ らに 補強 して きた と考 えられ てい ま

す。しかも、そもそも労働法の体系そのものが、男女の固定的役割分担を

前 提と して おら ず、 男性 の育休 取得 が極 めて 低調 であ るこ と がす でに 問
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題であり、さらに「保護者の責任」という子育て論から、「子を産み育て

ることは一つの権利 」のであり、「人間として最も根源的な権利」と考え

る必要があるする報告もあります。育児は女性が行い、男性はまるで逆の

「自分でケアしない権利」を有することが前提 のような社会のままでは、

男 性が 自主 的に 権利 とし て育児 休業 を取 得す るこ とは 難し いので はな い

かと述べる研究もあります。。  

また、女性ばかりが育児休業を取得すれば、女性の多い職場ほど、産休、

育休、介護休暇取得が多く 調整が難しく、さらに超高齢社会になれば、介

護 のコ スト も女 性の 多い 職場 の 負担 が重 くな り不 平等 とな ります 。男 性

の 育児 休業 取得 の推 進に は個人 の意 志、 各企 業 の 社会 的責 任の自 覚 の 両

方が必要です。妻が無職でも取得できる 8 週間の育児休業を 、先ずは確

実に男性が取得する制度とすることが効果的と思われます。  

 

⑶「育児の共有」と 3 歳神話について、および子育ての現状  

日 本で は、 性別 役割 分業 につ いての 大き な基 盤と なっ てい る の が母性

信仰と 3 歳児神話です。また、 3 歳児神話の広がりは世界では 1950 年台

で、日本で紹介された 1970 年台で、いわゆる専業主婦が誕生した時期と

重なり広く受け入れられ ました。  

大日向雅美 (2015)は「母性愛」の崇高な面だけを賛美する風潮を指して

「母性愛神話」と呼んで 、「子育ては母親こそ最も適性が備わっていると

絶 対視 し育 児は 母親 がす べきだ とす る 母 性観 は、 以前 から 続いて いる 普

遍 的な 真理 のご とく 扱わ れるこ とが 多い が、 その 時々 の経 政的政 策的 要

請 の下 に心 理学 や小 児医 学の一 部の 論説 を基 に 形 作ら れた “イデ オロ ギ

ー”に他ならない」とも述べています。  

「母と子の絆（ボンディング ）」と云う考え方 は、1972 年に小児科医の

ジョン・ケネルとマーシャル・クラウスが発表した研究で、出産後 16 時

間 以内 の赤 ちゃ んと の接 触がそ の後 の育 児の 全て に影 響す るとし 、そ の

根 拠 は ひ つ じ の 分 娩 前 後 の ホ ル モ ン の 動 き に ヒ ン ト を 得 た に 過 ぎ ず 、

1980 年代になるとボンディング研究は学理的にも手法的にも問題がある

と して 顧み られ なく な り ました 。そ の後 も一 部の 小児 科医 やソー シャ ル

ワーカーは小児虐待に効果があると信じてい ます。 1940 年台 -1950 年代

に かけ て戦 争孤児 施設 の乳 児た ちが 母性 的な 養護 をはく 奪さ れた こと で、

う つ病 など 将来 にわ たる 影響 が あっ たと 報告 があ りま せん 、母性 的養 育

が 必要 とさ れた こと が、 一人の 人間 が子 供の 養育 に専 念す る必要 があ る

と 強調 され 、ア タッ チメ ントの 重要 性 と ボン ディ ング 研究 と が結 びつ い

たとされています 。   
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大日向によれば、 日本では三歳児神話として「特に 3 歳までは母親が

そばにいるべきだ 、そうしないと脳の発達に悪影響を与える 」とする考え

方が根強く、 1998 年版『厚生白書』の中で合理的根拠がないと断言され

た にも かか わら ず広 く信 奉され てい ます 。愛 着理 論も 必ず しも母 親に 対

してのみ特別の深い役割があるわけではないとしてい ます。  

 実際 に乳 幼児 期か ら保 育所に 預け た場 合に どの よう な 変 化があ るの か

が、親にとって大きな関心があるところですが、菅原 (1999)は、児童期の

子 ども を胎 児期 から の追 跡調査 を行 い、 特に 母親 の早 期か らの就 業に 関

する調査結果では、6 か月、18 か月、５歳児では母親が就業している場合

の方が問題行動が少ない傾向にあり、その後 8 才、 10 歳、 14 才では差が

なかったと報告しています。アメリカの同様の大規模研究では、12600 人

の 14 歳から 22 歳までの女性の登録を行い、彼女たちから生まれ た子ど

もたちについて調査を行ったもので、 12 才まで追跡調査を行い、その報

告 にお いて も、 早期 に仕 事に復 帰し た母 親の 子ど もと 問題 行動行 には 全

く関係ながかったと述べてい ます。  

そして、育児不安の問題について父親の役割は重要であり、父親が、「育

児の共有」意識を持つための研究では、最 も重要なことは父親に 直接の養

育の時間を作り出ことであると述べられてい ます。柏木 (2011)は、『父親

になる、父親をする』の中で、動物は「親になる」だけでよいが、人間 は

「親をする」ことが必要と述べてい ます。人間が「一人前」となるには、

言語、知識、道徳、社会性、価値観などの多様な力を備え るため長期にわ

たります。両親だけ、ましては母親だけで成し遂げられ ず、複数の人、社

会 の手 助け が必 要で ある と強調 し て いま す。 しか も女 性と 男性で 育児 に

根 本的 な違 いは なく 、子 育ての 体験 が子 供へ の態 度や 感受 性を 育 むと し

ています。父親であれ母親であれ、子育ての体験を通して子供に効果的な

ふ るま いを 学習 する わけ です。 しか し日 本の 父親 の育 児時 間は極 めて 短

いのです。  

  

⑷育児書に見る父親の育児、育児の共有について  

い わゆ る育 児書 にお ける 育児 の共有 、も しく は父 親の 育児 につ いては

どのような記載がされているかを主な育児書で調査しました。  

1946 年にアメリカで出版され、世界各国で翻訳され最も読まれている

『スポック博士の育児書 』は、「育児書のバイブル」と呼ばれ日本でも 1971

年 に翻 訳発 売され まし た。 赤ち ゃん が生 まれ る前 からの 心構 え、、発 達 、

子 供の 病気 など 総合 的 な 育児書 で、 父親 の役 割に つい ても 項目が あ り ま

す。まずは、妊娠出産のときに妻に寄り添う必要性と、早期に育児を母親
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と 一緒 に始 める こと で妻 だけが エキ スパ ート にな らず に協 力体制 が築 け

ると述べられています。。  

1985 年にアメリカで出版された『ホワイト博士の育児書 』も日本で 1997

年 に翻 訳出 版され まし た。 この 育児 書も 、「 父親 の役 割」 の 項目 があ り 、

母 乳以 外に 父親 と母 親の 育児に つい ての 差異 はな いと 明快 に記述 し、 育

児は、時に非常なストレスを感じ、時にこの上もなく楽しい仕事 であり、

赤 ちゃ んの お世 話を する 人に数 多く のか けが え の ない 大き な喜び をも た

らすとも述べてい ます。  

日本では、同じころ 1960 年に出版された、赤ちゃんの語り口で書かれ

た、松田道雄の『私は赤ちゃん』の「パパ」と云う項目の私と遊んでとい

う 副題 で、 ママ の手 助け という 消極 的な 意味 から では なく もっと 遊ん で

ほしいこと、大きくなるまでママに育児を任せておいて、都合のいい時に

教 育者 とし て登 場す るの は虫が 良す ぎて 信頼 感が 築け ない と述べ てい ま

す。また松田は、 1967 年に刊行された『育児の百科』の中でも、①誕生

まで、②誕生から 1 週間まで、③ 1 週から半月までのそれぞれに父親のす

る こと の項 目を 設け 、特 に核家 族化 した 現代 の育 児に は父 親が関 わる 必

要性を強調してい ます。  

共働き家庭が増えてきた頃の 2007 年に発刊された、毛利子来と山田真

の『育児辞典』では、母親に「母性」説に基づく「献身的な愛」にのめり

込 むの は良 くな い結 果を もたら すこ とも ある と述 べ、 父親 に対し ては 母

親 と比 べて 一体 感に 乏し い が、 父親 が人 間的 に魅 力が あれ ばいい と述 べ

るにとどまっています。  

最近の育児書の傾向は、管理栄養士、料理研究家、保育園園長、皮膚科

医師、産婦人科医師当多数の育児に携わる人々の意見を掲載し、小児科医

監修のスタイルを取ったものが多く、イラスト、写真も 豊富で見出しにつ

い ても 様々 な工 夫が あり 読みや すい 雑誌 形式 とな って いま す。 五 十嵐 隆

監修 (2014)の『初めてママ＆パパの育児』では、特に父親の役割について

触れておらず、またイラストや写真に も父親は一切登場していません。他

にも、細谷良太監修 (2014)の『最新決定版初めての育児 』にも、父親につ

いての項目はなく、いずれも父親の育児参加を促す記述は ありません。最

近の育児書に多いのは、いわゆるハウツーものともいうべき育児書で、例

えば女性の仕事と育児の効率化に  

つ いて の本 でも 、父 親に ついて は 母 親の 育児 にい かに うま く協力 を引 き

出 すか の観 点で 書か れて います 。新 しい もの ほど 父親 の役 割りに は き ち

んと触れていないのです。  

最近、男の子育てを考える会編の経験者による『男の育児書』もあり、
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冒 頭の 章で 、母 乳が 出な い以外 に男 性と 女性 の育 児力 に差 はない と力 強

い宣言がされています。  

共 働き 家庭 が増 えて いる のに 逆に育 児は 母親 と云 うば かり では なく、

「 育児 の共 有」 の必 要性 とすば らし さを 基本 とし た育 児書 が登場 する こ

とを期待したいと思います。  

 

⑸育児休業を取得した男性についての調査  

男 性の 育児 休業 取得 率が 非常 に少な い中 で 、 育児 休業 を取 得し た男性

についての研究が多数みられます。  

父親が妻の補助的育児から「世話役割」へと変化 するきっかけは、「子

供と 2 人きりの時間を持つこと」が重要であ り、「世話役割」の過程で性

別役割分業がリベラルに 変化する事が明らかに なっています。  

別 のイ ンタ ビュ ー調 査 で は、 実際に 取得 した 男性 は 育 児に かか わった

喜びや満足感、あるいは社会との接点が増える、大きな発想の転換があっ

たこと，マイナスの意識は殆どないと報告しています。  

いずれの研究も、男性の育児休業取得 の推進には、男性に「子供と二人

っきりで過ごすチャンスを作り出すこと」が必要で、実際の育児は、必ず

世 話を する 人に 大き な喜 びをも たら すと 述べ てい ます 。女 性も最 初か ら

母 親役 割の 実践 がで きる わけで はな く、 毎日 の育 児 に 大き な喜び があ る

からこそ「ケアラー」を獲得している といえます。  

1945 年以降、都市型のサラリーマン家庭が増えて 以前より子供に接す

る時間が短くなり、出産も 1960 年以降施設分娩が増えたことも出生直後

からの父親と子どもの接触を減らしてい ます。「育児の共有」の第一歩と

なるように、父親の付き添いのための 1 週間程度の出産休暇の必要性を

改めて強調したいと思います。  

 

⑹江戸時代の「桑柏日記」における「育児の共有」  

真下（ 1990）、加藤 (2011)によれば、江戸時代に書かれた有名な桑柏日

記があります。天保 10（ 1839）年から嘉永元（ 1848）年までの 9 年間、

愛 知県 の桑 名に住 む父 親 (祖父 )と新 潟県 の柏 崎に 妻子を 連れ て赴 任し た

息子（父親）との交換日記から、日本の子育てにおける歴史上の「育児の

共有」を検証したいと思いました。。  

「桑柏日記」は、家族の日常を伝えあう為の往復書簡であり、仕事から

家 庭生 活ま でそ の 当 時の 下級武 士の 暮ら しが 生き 生き と描 かれ 、 特に 息

子 、渡 辺勝 之助 の日 記に は家族 への 細や かな 愛情 あふ れる 記述が 多く み

ら れ、 父親 と母 親の 育児 の共有 がご く当 たり 前で あっ たこ とがよ くわ か
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ります。真下道子 (1990)の解説によれば、夫婦 2 人の生活ではまず産前、

出産、産後も父親は重要な役割があり、自宅分娩であったので取り上げ婆

を 呼び に行 き近 所の おな ご衆に 手伝 って 貰う よう に手 配し 、出産 の時 は

家 にい て緊 急の 場合 に備 え実際 に医 者を 呼び に行 くな どし てい ま す。 当

時の出産は、地域の協力も加わった一大行事で あったことがわかり、その

調整役の中心は父親の役目で した。2 日後には役所を休んで近所へのあい

さ つ回 りに 出か け、 お七 夜にも 役所 を早 退し 大事 な行 事を 執り行 っ て い

ます。おむつを替える、上の子の食事の世話、添い寝、遊び相手、学問の

教育と一人何役もこなし、たまに、役所の宿直に上の子を連れて行ったり

しています。子供の病気の時は、妻は看病に専念し、父親が家事を 全て行

っており、6 歳の祝いは父親も仕事を休み、子 どもと共に神社へお参りし

た 後に 近所 の人 達を よん で お礼 の宴 会を して いま す。 父親 の家事 と育 児

へ の参 加に は目を 見張 るも のが あり 、ま た節 目節 目に お ける 役所 (企 業 )

の 計ら いも 、地 域の 協力 も社会 の子 育て に対 する 理解 の表 れだと 考え ま

す。忙しく厳しい生活の中で、乳幼児の死亡率が高かった時代に、しっか

り と家 事育 児の 共有 をし て、一 生懸 命子 育て をす る夫 婦の 姿に感 動 し ま

す。この夫婦の暮らしは、現代の核家族と共通するものがあ り、出産や子

育ては生命的により厳しい時代であり、現代よりも夫婦の子育ての共有 、

社会、地域のとの「育児の共有」の点では当時の意識の方が優れており注

目に値します。当時から現代に至るつい最近まで自宅分娩で 、父親は出産

に立ち会い誕生の瞬間を見守ることができ ましたが、 1960 年台から安全

な 施設 分娩 と引 き換 えに 父親は 新生 児と 触れ 合う 機会 を無 くして し ま う

ことが多くなり、父親の有給の出産休暇を実現してほしいと思います。  

 

４．アンケート調査の概要  

実際の家庭において「育児の共有」についてアンケート調査を行 いまし

た。今回は特にシングルの父親や母親の記載については 数が少なく、特に

取り上げて考察することはでき なかったことをご報告いたします。  

⑴  福岡市東区の概要、調査の概要、調査依頼施設  

・福岡市東区の概要．．福岡市は九州北部に位置し玄界灘に面する九州最

大の大都市で、 2018 年 12 月 1 日の人口は 1582,154 人です。 7 区に分か

れ、東区は福岡市の北東部に位置し、最も大きく、人口 315,862 人と福岡

市の人口の約 20%を占めています。人口構成を日本全体と比較すると、15

歳以下は全国 12.4%東区 13.3%、 15-64 歳は全国 60.2%東区 66.0%、 65 歳

以上は全国 27%、東区 20.7%で、全国の人口構成より比較的若く労働人口

と 子ど もも 多い 状況 です 。 一部 の商 業地 域を 除き 東区 の 殆 どは住 宅地 区
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であり、本調査の協力施設は住宅地域にあり、早良区、南区の診療所は商

業地区に位置し、博多区の診療所は住宅地域に 在ります。今回は、高校生

までの子どもを持つ家庭を対象にアンケート調査を行いました。  

⑵アンケート調査の方法  

アンケート用紙は、女性用、男性用 を作成し（資料と して添付）､男女

の用紙のそれぞれ 1 部ずつを趣旨説明書と共に 一と組として渡し、母親、

父親の両方あるいは片方を選んで記入していただきました。  

⑶アンケート調査依頼施設について  

2017 年 10 月より 12 月の 3 か月にわたり、福岡市東区の 13 小児診療

所、早良区、博多区、南区の各 1 小児科診療所の合計 16 診療所、および

東区の 5 保育園と 1 幼稚園に協力をお願いし ました。  

表アンケート協力診療所一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表アンケート調査協力保育園及び幼稚園  

 

 

 

 

 

 

診療所では、回答者はそれぞれに指定の返信用封筒で大学研究室に  

郵送して戴き、保育所、幼稚園は各機関に回収をお願いしました。  

回収率は、診療所 28.3%、保育園 42.0%、幼稚園 59.0%であります。  
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⑷アンケート回答者の性別、年齢構成、家庭の状況  

・アンケート調査回答者の内訳と家庭の状況  

回答総数は 1,001 名（女性 566 名、男性 435 名）でした 。  

夫婦回答者は 418 組、女性のみの回答は 148 名うちシングルマザー 33

名、男性のみの回答者は 17 名でありうちシングルファーザー 2 名、総

世帯数は、583 世帯となる 。夫婦、子供以外の親族が同居している家庭

は、 25 世帯約 4.3%でありました 。  

 

 

 

 

 

・調査対象者の年齢構成  

調 査 対 象者 の 年齢 構 成 は

図 4-1 のように男女共 30 代

が最も多い結果でした  

 

 

 

 

・子供の人数は、世帯数 583 世帯の内、児の数が不明の 5 世帯を除く

578 世帯の児の数は 1099 名で、一世帯当たり平均 1.9 名です。  

 

・アンケート回収施設別共働きの割合表  

4-4 に示すように全体の共働きの家庭は 66． 4%で、共働き家庭は 保育

所が 83.0%と最も高く、幼稚園のでも 32.4%が共働き世帯でした。保育

所でシングルマザー 33 名、シングルファーザー 2 名の記入がありまし

た。    

 

 

アンケート施設別共働き世帯の割合  

 

⑸調査時の女性の就労割合と仕事の形態  

調査時の女性 566 名の就労は、被雇用者 370 名 65.3%、家族従業者

21 名 3.7%、雇用主 17 名 3.0%、無職 157 名 27.7%、不明 1 名で何らか

の仕事をしている人が 408 名 72.0%、 3 分の 2 を占めました。調査時、

夫婦回答者
女性のみの回答者

(シングルマザー）

男性のみの回答者（シ

ングルファーザー)
合計

女性回答者 418名 148名(33名) 566名

男性回答者 418名 17名(2名） 435名

全回答者 836名 148名 17名 1001名

幼稚園 保育所 診療所 合計

23/71 194/234 170／278 387／583

32.4% 82.9% 61.2% 66.4%
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求職中の 5 名を除く就労女性 403 名の仕事の形態は、フルタイム 234

名 58％、パートタイム 165 名 41％、不明 4 名 1%でした。勤務時間に

ついて記載に特別の指定をしなかった爲、週の労働時間が 範囲で記載

された例もあり、週の労働時間の平均値が計算できませんでした。  

 

⑹調査結果の分析方法  

アンケート結果は全てコンピューターに入力し、 ダブルチェックを

行い、エクセルを使い分析を行いました。  

 

５．アンケート調査結果について  

⑴結婚、および出産におけるによる女性の就業形態の変化  

・女性 566 名の内結婚によって 173 名 31%が仕事の形態を変え、無変

化 376 名 66%、不明 17 名 3.0%で す。仕事を変えた女性 173 名の仕事の

具体的変化は多い順にフルタイムからパートタイム 71 名 41％、フル

タ イ ム か ら 無 職 65 名

38％ 、 パ ー ト タ イ ム か

ら無職 8 名５％と仕事

の 縮 小 が 大 部 分 で 、 フ

ルタイムから時短 4 名

3％ 、 転 職 そ の 他 5 名

3％、不明 13 名８％、仕

事 の 拡 大 は 僅 か 7 名

4％でした。  

 

・出産による女性 566 名の仕事の形態の変化は 、変化あり 265 名 47％、

変化なし 283 名 50％、

不明 18 名 3％で、約半

数 265 名の女性の仕事

の変化は、多い順に フ

ル タ イ ム か ら 無 職 70

名 27％、フルタイムか

らパ ート タイ ム 62 名

23%、フルタイムから時

短 55 名 21％、パート

タイ ムか ら無 職 43 名

16％でそのほとんどが    図 265 名の出産による仕事の変化  
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就業形態の縮小、労働時間の短縮で、その他不明 16 名 7％、転職 7 名

2.6％、拡大 9 名 3.3％でありま した。     

 

⑵調査時に無職の女性の再就職について  

アンケート調査時に無職の女性 164 名の内再就職希望あり 62％、希

望しない 28％、不明 10％でした 。再就職を希望する女性に自由記載欄

に再就職の目的と職場の条件などについて の自由に記載 では、 164 名

の回答があり、 主な記述内容 (複数回答 )は目的について は、経済的目

的 36.0％、本人の生き甲斐のため 9.8％であり、就職の条件としては、

子供の成長後に働きたい 12.2％、短時間勤務 16.5％、保育所の整備

16.5％、緊急でも休暇が取れる 14.6％でありました。  

 

⑵  男性の出産休暇について  

583 世 帯 の 中 で 出 産 時 に 何 も 休 暇 を 取 得 し な か っ た 夫 の 割 合 が 、

69.3％と多く、休暇取得は 26.4%で、内訳は出産休暇 7.7％、有給休暇

18.7 %、不明 4.3 %でした。今後の出産休暇取得希望は男性 435 名の

内、希望する 53.1％、希望しない 38.6％、不明 8.3％です。  

男性に男性 自身の出産休暇取得条件を自由記載で尋ねた結果、 図の

ように、 435 名中 290 名

66.7%の 回 答 が あ り (複数

回 答 )、 取 得 の 条 件 と し

て ,順 に 、 職 場 の 雰 囲 気

53.1％、義務化名 27.9％、

金銭的補償 10.3％、社会

の変化 5.2％、本人の意思

1.4％ ,その他 4． 1％、必

要 な い が 0.7%で あ り ま

す。  

 

⑷女性および男性の育児休業取率について  

出産時有職女性 445 名の育児休業の取得の結果は、1 回でも育児休業を

取得した女性は 59.6%、非取得者 37.3％、不明 3.4％であり、男性の取得

者は 435 名中 3.4%で、 92.0%は取得せず、不明 4.6%でした。  

児一人当たりの女性の育児休暇取得率は児数 843 名中 425 回 50.4%とな

り、同じく男性の育児休業取得 率は、児 820 名中 15 回で 1.8%とその差は

広がり ､男性の取得率は極めて低いことが分かりました  
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イ女性の育児休業について  

・育児休業の動機…育児休業を取得した女性 265 名の内、230 名の回答者

の動機の主なものは自分で育児をしたかった 70.9％、保育所などの育児

の体制が整わなかった 12.2％でした。  

 

・育児休業を取得しなかった理由…女性 166 名の理由は多い順に、離職

22.3 %、育児休業の制度がなかった 16.3％、職場の雰囲気で取りづらか

った 6.6％、手伝ってくれる人がいた 4.2％。休業補償額が少ないので取

りたいが取れなかった 3.6％、仕事が忙しかった 2.6％、保育所などの制

度が整っていた 1.8％、その他 7.2%、不明 35.5％でした。  

 

ロ育児休業を取得しなかった男性の理由  

400 名の理由については、妻が専業主婦で取得の必要がなかった 16.3 %、

仕事が忙しかった 14.3 %、周りに育児休業を取得したものがいなかった

10.3％、育児休業制度の 適用がなかった 8.3％、職場の雰囲気で休暇が取

りづらかった 7.3％、手伝ってくれる人がいた 5.5％、保育所などの保育

施 設 が 整 っ て い た 3.3％ 、 休 業 補 償 が な く 取 得 し た い が で き な か っ た

3.3％、育児は女性の方が向いている 3.3％、有給休暇を利用して短期間

取った 3.0％、妻が育児休業を取得したから 1％、その他 7.5％とばらつ

きが見られ、 18.0%が無回答でありました。  

 

⑸男性の育児休業の必要性について  

・女性の意見… 545 名の女性のなかで、73.9％の女性が男性の育児休業は

必要と記載し、男性には必要ない 8.3 %、その他 17.8%でした。男性の育

児 休業 の必 要性 につ いて 女性の 労働 形態 別の 集計 では 、賛 成はフ ルタ イ

ム 73.3%、パートタイム 72.3%、無職女性 76.8%と差はありません。  

・ 男 性自 身 の意 見… 男性 の育 児休業 につ いて 、 育児 の共有 のた めには 男

性の育児休業が必要であると答えた男性は 435 名中 69.9%あり女性と比

べても差はなく、男性には必要ないとしたものは 9.2%でありました。そ

の他 12.2%あり休業補償が 100%であれば取得したい人が 9 名あった。  
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⑹  男性の育児休業取得が低い理由について  

・ 女 性 457 名 の結果

は、複数回答で表に示

すように、多い順に、

企業の理解がない、休

業 補 償 の 額 や 期 間 に

問題がある、上司の理

解がないが多かった。 

 

 

・男性 314 名 の調査結

は 、 表 の よ う に 回 答

は 多 い 順 に 、 企 業 の

理解がない、休業補償

の 額 や 期 間 に 問 題 が

あ る 、 休 業 の た め の

業 務 の 引 継 ぎ が う ま

くいかないでした。  

 

⑺  男性の育児時間   

今回は育児の内容 の指定をしておらず、いづれも 父親の考える「育児時

間」で、育児時間の範囲の記入例あり今回の育児時間は参考値と考えてい

ます。平日については，単独の育児時間で回答があった 383 名の父親の

平日の育児時間は平均 1.77 時間でした。休日については、単一の時間で

回答された休日の育児時間は 父親 339 人で、平均で 8.84 時間でした。育

児時間を範囲を記入されたもの は除外しました。  

 

⑻  その他の父親の育児について  

・父親の健診、予防接種参加は 435 中 59.6％は行ったことがあり 、行  

った事がない 35.6％、不明が 4.6%

で し た 。 予 定 され た 検 診 や 予防 接

種 の 父 親 の 参 加率 は 比 較 的 良い と

云 え ま す 。 子 ども の 突 然 の 急病 時

の対応は、右図のように、病児の介

護休暇は両親共に年間 5 日間認め

ら れ て い る が 、母 親 が パ ー トタ イ

　企業の理解がない(283名） 62%

　休業補償の額や、期間などの制度上の問題(225名） 49%

　職場の上司の理解がない(215名) 47%

　休業のための事務の引継ぎなどの体制が整ていない（209名） 46%

　男は仕事、女は家庭の意識が強く世間の理解がない(152名） 33%

　出世から外れる恐れがある（107名） 23%

　職場の同僚に理解がない（85名） 19%

　男性が育児に自信がない（48名） 11%

　3歳くらいまでは女性が子育てをした方がいい（13名） 3%

　その他（48名） 11%

　企業の理解がない(194名） 62%

　休業補償の額や、期間などの制度上の問題(189名） 60%

　休業のための事務の引継ぎなどの体制が整ていない（166名） 53%

　職場の上司の理解がない(110名) 35%

　男は仕事、女は家庭の意識が強く世間の理解がない(94名） 30%

　出世から外れる恐れがある（62名） 20%

　職場の同僚に理解がない（41名） 13%

　男性が育児に自信がない（35名） 11%

　3歳くらいまでは女性が子育てをした方がいい（6名） 2%

　その他（20名） 6%
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ムでは 85%が、フルタイム勤務で 70%は母親が急な対応をしてい ます。  

 

・父 親の育児 にたいす る考え方 に

ついて 5 つの設問の中から複数回

答を選び、右図のように、父親 352

人 よ り 回 答 を 得 ,時 間 が あ れ ば 育

児 に 関わ りた いが 86.4 を占 めま

す。  

 

 

・ 父 親 が も っ と 育 児 に か か わ

る た め の 条 件 に つ い て の 女 性

の 自 由 記 載 の 結 果 (複 数 回 答 )

は、右図のようになり、企業職

場の理解が多かった。  

 

 

 

⑼  男女の育児全般に対する自由記載欄について   

女性 584 名中 344 名、男性 435 名中 54 名の回答を得ました。保育所に

ついての記載は、女性回答者 344 名中（ 17.1%）が記載していたが、男性

については回答者 54 名中 1 名のみ（ 1.8%）で、保育所問題に対する父親

と母親の問題意識の差は極めて大きい と思われました。  

育児休業について述べたものが、女性回答者 34４名中 7.3%、男性回答者

名中 54 名中 24.1%に見られました。  

子どもが 2 人で、母親が半年間づつの育児休業を取得した４ 0 代の女性

は、「共働きという理由で家事はある程度分担ができていたが、産休育休

後はその家事分担も崩れ、何のために休業しているのかと疑問が多く、休

養にならなかった（体力的にも精神的にも）。仕事復帰後は再度分担する

た めに 話し 合い をせ ねば ならず 、子 育て 以外 に気 持ち の面 で負担 が大 き

かった、社会全体の理解も必要だが男性全般に子育て出産、妊娠の大変さ

の認識不足が多く問題だと思う 。」 (原文のまま )と述べています。女性の

み が育 児休 業を 取得 する こと で 、男 性は 育児 のス キル が身 につか ず益 々

育児から遠ざかってし まう現実が見えます。  

子ども連れの男性のための設備の不備を訴えたものが女性６名、男性 5

名 あり 、主 なも のは 男性 トイレ にベ ビー シー トや ベビ ーキ ープの 設備 が
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ない、授乳室が女性限定であること等で した。表は、福岡市の各区役所、

乳 児健 診の 主な 会場 にお ける設 備の 状況 で、 東区 の並 木ス クエア は 新 し

く、見取り図と設備があ り、他施設にもベビーシートのある 多目的トイレ

はあるが、本来の目的を考えると、父親は利用しにくいと思われ ます。  

福 岡市 内の デパ ート や大 型商 業施設 にお いて は、 男性 トイ レの ベビー

シートや、ベビーキープのあるトイレはあるが各階にある訳ではな く、ホ

ー ムペ ージ で表 示が なさ れてい る例 もあ るが 多く は探 すの に時間 がか か

ります。ベビー休憩室はほとんどが女性専用です。  

福岡市 7 区の

保 健 セ ン タ ー の

催 し は 母 親 と 子

ど も を 対 象 と し

た も の が 多 く 、

城 南 区 の み ホ ー

ム ペ ー ジ に 父 親

向 け の セ ミ ナ ー

案 内 が あ り ま し

た  

乳児健診施設における男性トイレの設備  

 

 

６．アンケート調査結果についての考察  

⑴家庭の状況と女性の就業について  

今回のアンケート調査では、世帯数 583 世帯の内共働き家庭が全体

66%を占め、日本全体でも 60%であり、もはや専業主婦家庭 が一般的とは

いえず、しかも専業主婦の 60%は再就職を希望しています。最近地域力

が問題とされますが、地域には子育てに忙しい専業主婦と高齢者しかお

らず、男女を問わず社会全体のワーク・ライフ・バランスを再考しなけ

れば、女性を充てにし た地域力の活性化は困難と考えます。  

 

⑶  男性の出産休暇について。  

男性の出産休暇取得はその他の休暇を利用したものも含め 26.4%と低

く，核家族化が進み、特に 2 人目以降の出産では兄弟の世話をする家族

が必要となり、少子化対策としても男性の出産休暇取得は重要となりま

す。内閣府の男性の産休取得を促す、 ｢さんきゅうプロジェクト ｣は、男

施設 ベビーシート ベビーキープ ベビー休憩室の使用制限

　福岡市役所 無し 無し 無し

　南区役所 無し 無し 無し

　西区役所 無し 無し 無し

　中央区役所 無し 無し 無し

　アイレフ 無し あり 無し

　早良区役所 無し 無し 無し

　早良保健センター 無し 無し あり(女性のみ）

　博多区役所 無し あり 無し

　東区役所 無し 無し 無し

　並木スクエア あり あり 無し

　城南区役所 無し あり 無し
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性の産休の有給化、義務化の社会的合意がなされる ように企業職場の体

制の確立を目的とするべきではないでしょうか 。  

 

⑷  男女の育児休業について  

調査結果では、女性は 445 名中 59.5%の母親が育児休業を取得し、父

親は 435 名中 3.4%が育児休業を取得しています。育児休業を取得 の女性

の動機は自分で育児をしたかった母親 が 68.2%であり育児休業制度が有

効に機能しています。しかし、母親は自分一人で育児をしたい訳ではな

く、女性のみが育児休業を取得し育児のエキスパートとな り父親との格

差が広がり、結果として家事育児を一人で行うことにな る事もあり得ま

す。日常的な育児は勿論、母親が育児休業から仕事への復帰当初は特に

職場でも家庭でもサポートを必要とします。 男性が「育児を共有」する

ために男性の子育ての実践機会 が改めて必要であると思います。  

女性が育児休業を取得しなかった理由は 離職 28.7%、育児休業制度の

適用がなかった 20.9%で、育児休業の適用範囲の拡大が少子化対策とし

ても必要と思います。 男性が取得しなかった理由は、制度の適用がなか

ったは 7.8%に過ぎません。  

 

⑸  育児休業の必要性について  

545 名の女性の 73.9%が男性の育児休業は必要と記載し女性が無職、

フルタイム、パートタイムに関係なく高い数値を示しました。男性も

70%が必要と答えており、父親と母親の「育児の共有」の必要性は子育

て世代では高くなってい ます。にもかかわらず何故男性の育児休業取得

率が低いのかについてのアンケート調査結果では、女性は多い順に、企

業の理解がない、休業補償の額や期間に問題がある、上司の理解がない

が挙がり、男性は企業の理解がない、休業補償の額と期間の問題、仕事

の引継ぎがうまく 行かないをあげ、男女ともに企業側の理解を求める 回

答結果でした。男性の育児休業取得を推進し 改善を行っても、制度の実

施を企業任せにし 罰則のないまま優良企業を表彰するだけでは 、 25 年間

にわたり男性の育児休業取得は全く 増加しなかった点を重視し、企業に

対して政策の確実な実行の指導を強める必要があると思います。  

 

⑹  男性の育児時間について  

男性 83 名の平均育児時間は１日当たり 1.77 時間で、 2016 年の日本の

データでは、家事育児時間を合わせた平均が 1.43 時間で先進諸国の中で

も圧倒的に少ないといえ ます。「育児の共有」を 計るためには今後は育児
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内 容を 具体 化し 限定 した アンケ ート 調査 が必 要で ある と考 えてい ます 。

休日の育児時間は妻の 就労等による変化はなく 8-10 時間でありました。 

 

⑺  男性の育児の共有の実際について  

予定された検診や予防接種に参加した父親は 60%を占めるが、急な病気

の 時に 病院 に連 れて 行く のは フ ルタ イム でも ほと んど が母 親で す 。介 護

休暇制度があるにもかかわらず、女性、および女性の職場がそのコストを

ほとんど負担していることになり、しかも介護、ケアなどの女性が多い職

場では人手不足がさらに助長され、スタッフへの負担が増す ことになり、

「育児の共有」を前提としての男女の均等な介護休暇取得が必要です。  

父 親が もっ と育 児に かか わる ための 条件 とし て 母 親が 挙げ たの は、企

業 ､社会の理解と共に「父親本人の自覚」が 30.5％あり、制度の整備と共

に父親の「育児の共有」意識の必要性を改めて感じ ます。  

 

⑻  自由記載欄について  

記載した女性 344 名中 17.1%が保育園について述べ、男性は 54 名中 1

名のみ 1.8%で、父親に「育児の共有」意識が見られません。自由記載欄

は協力者の貴重な意見で あり、今後の研究課題として全て添付しました。 

 

７．まとめ  

貴重なアンケート調査により、家庭育児、仕事を取り巻く様々な問題 の

認識を新たに致しました。日本では 60%本調査では 66%が共働きで、共働

き 女性 は仕 事と 家庭 の両 立が求 めら れ、 専業 主婦 は一 人で 育児家 事を し

地域貢献を求められ、 さらに家計のために就業しようとしています。  

品田（ 2015）の「平成の食」によれば、一家団らんの象徴ともいわれる、

家族が一緒に食事をする「共食」の機会は、専業主婦の家庭の割合が最も

低 く、 母親 がフ ルタ イム で働く 共働 き家 庭の 割合 が最 も高 いと報 告さ れ

ています。この事は、これまでの一家団らんのイメージとは違っており、

父 親の みが 稼ぎ 手モ デル として 長時 間働 くこ とと 無縁 では ありま せん 。

「時間があれば子育てにもっと関わりたい」と希望する父親は 8 割を超

え 、父 親の 仕事 と子 育て の両立 支援 の実 現策 が政 府と 企業 に求め られ て

います。それと共に、男性の家事育児時間は世界で最も短 く、実際に責任

あ る状 況の 中で 父親 が一 人で育 児家 事を 体験 すれ ば、 男性 自身が 舟橋 が

述べる「ケアラー」としての在り方が 実感でき、無償労働への理解が進み ､

「育児の共有」意識が進化すると思われ ます。  

「育児の共有」を阻むものは 3 歳児神話の存在もあります。佐伯は、
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「文明はミルクを作り父親にも乳児 期からの育児を可能にした。」と述べ

ています。ミルクの発明は、父親が幼児期から育児に関わり親と子の絆を

深める文明社会の証です。孤独な育児による育児不安にも、「育児の共有」

は 大き な意 味が あり 早急 に取り 組め る糸 口で す。 様々 な阻 害因子 が改 善

され「育児の共有」が実現した場合の効果について、先行研究や現状分析

やアンケート調査から チャートを作成しました。  

「育児の共有」が実現すれば、子育てのコストを男女平等に負担するこ

と にな り就 職当 初か らの 男女格 差が なく なり 、女 性の 仕事 の継続 が高 く

なり女性のキャリアップに繫がり、男女の賃金の格差は改善され未婚化・

晩婚化にも影響を与え、家庭の収入も増加するでしょう。佐藤・武石が述

べ るよ うに 、労 働の 中心 である 男性 の育 児休 業の ため の代 替プラ ンが 各

企業で進めば、男女共に働きやすい職場の創造が可能と思われます。多く

の研究が示すように、育児不安について父親の役割の重要 で、養育者が 2

人 と な り 孤 独 な 育 児 か ら 解 放 さ れ ,実 際 の 育 児 は 父 親 に も 感 動 と 喜 び と

人生の意味をもたらします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  「育児の共有」実現による効果について  

育児 の共有  

 

育 児 休 業 を
含 む 育 児 関
連 休 暇 の 偏
り の 解 消  

男 女 の 賃 金
格 差 の 改 善  

未 婚 、晩 婚

の 改 善  

 

女 性 の 就 労 の 継
続 に よ る 全 体 の
キ ャ リ ア ア ッ プ  

育 児 体 験 を
共 有 し 、育 児
不 安 が 減 少
し 喜 び を 分
か ち 合 え る  

 

第 2 子 を 設
け る 可 能
性 が 増 す  

 

男 女 の 育 児 休 業 等
子 育 て の た め の 休
暇 な ど に 対 す る 対
策 の 充 実 、 多 様 化  

 

代 替 用 員 の 確 保 、 時
間 短 縮 勤 務 、 在 宅 勤
務 、 ワ ー ク シ ェ ア リ
ン グ 、 フ レ ッ ク ス タ
イ ム な ど の 多 様 な 働
き 方 へ の 対 応 が 可 能
に な る  

業 務 の 見 直 し 、 マ
ニ ュ ア ル 化 、 情 報
の 共 有 、 ネ ッ ト ワ
ー ク 化 、 無 駄 の 改
善 、 全 体 の 効 率 化  

出 生 率 の
上 昇  

 

業 務 の 効 率 化 、 労 働 人 口 の 増

加  

採 用 条 件 、仕 事
内 容 の 格 差 是
正  
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・終りに  

男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法が策定され 20 年以上が

経過しましたが、日本のジェンダーギャップ指数は順位をさげてい ます。

子どもたちは不登校、いじめ、子どもの貧困、小児虐待、母親の育児不安

等の報道をよく目にします。超高齢社会における労働人口の減少、それに

伴 う規 模の 経済 の縮 小、 福祉の 負担 の増 加等 つい て私 たち は準備 がで き

て おら ず、 若い 人は 特に これま でに ない 閉塞 感の 中で 暮ら してい る の で

はないでしょうか。  

この中で男女共同参画社会基本法の理念に沿った「女性の能力の活用」

こそは政府の言う とおり「閉塞感の打破」の「うちでのこずち」と考え ま

す。共働き世帯が 70%に知被いている現在の日本では、まず、家庭内での

父親の「無償労働及び育児の共有」が必要ですが、「育児の共有」は育児

をする人に必ず喜びをもたらす大きな利点があります。  

最後に、佐藤博樹、武石恵美子 『男性の育児休業』 から、 1999 年 1 年

間の育児休業を取得した新聞 記者の堤氏と妻の感想を紹介します。  

「体験者として言えるのは、男性が育休をとることに損はないし、得難

い経験ができるということだ。「立った」「しゃべった」という、ごく単純

な 喜び に浸 る時 、世 知辛 い暮ら しの 中に 置き 忘れ かけ てい た感動 を思 い

出す。そして何よりも、思いやり助け合うという、夫婦として人間として

当たり前の関係が、自然と強まるはずだ。」  

妻の大道寺氏は次のように述べている。  

「 わが 子に 長時 間の 保育 を強 いるこ とへ の罪 悪感 は、 私の 中で 常にあ

る。深夜勤務の夫ともすれ違いの毎日だ。それでも、家族の絆はどこにも

負けないという気持ちもある。夫が育休を経て ､単に役割分担という以上

の支えになってくれているからだ。自由は無くなったが、かけがえのない

家族、生きがいを手に入れたと感じている。」  

男 女共 同参 画社 会の 基本 理念 が、男 女の 協力 と信 頼と お互 い の 尊重で

あるならば、幸せをもたらす「育児の共有」から始める事で ,到達するこ

とができると考えています。  
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